
入  札  公  告 
 
下記のとおり一般競争入札に付します。 
令和８年４月１日 

分任支出負担行為担当官 
内閣府食品安全委員会事務局長 

                                中 裕伸 
 

記 

１ 契約担当官等の官職及び氏名 
   分任支出負担行為担当官 内閣府食品安全委員会事務局長 中 裕伸 

２ 競争入札に付する事項 
（１）件名    農薬リスク評価に関する海外状況調査（令和８年度） 
（２）仕様    入札説明書による 
（３）履行場所  入札説明書による 
（４）履行期間  契約日から令和９年３月 31 日まで 
（５）入札方法等 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、技術等提案書及び入札金        

額を記載した書類（以下「入札書」という。）を提出すること。 
 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当
する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消
費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の
110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

（６）電子調達システム（政府電子調達（GEPS））の利用 
本案件は、電子調達システム対象調達案件である。なお、当該システムによりが

たい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。 

３ 競争入札に参加する者に必要な資格 
（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 

ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい 
る者については、この限りではない。 

（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 
（３）令和 07・08・09 年度内閣府所管競争資格審査（全省庁統一資格）において「役務の提供等（調

査・研究）」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされた者であること。 
（４）内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている期  

間中の者でないこと。 

４ 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所 
   東京都港区虎ノ門 2-2-3 虎ノ門アルセアタワー13 階   

内閣府食品安全委員会事務局総務課庶務係 

５ 入札説明会の内容説明日及び場所 
   令和８年４月 10 日（金）午後２時～ ウェブ上で開催 

※入札説明書に従い、参加者は事前の申込みが必要。 

６ 技術等提案書等の提出期限及び場所 
   提出期限 令和８年５月７日（木）正午必着 
   提出場所 東京都港区虎ノ門 2-2-3 虎ノ門アルセアタワー13 階  
        内閣府食品安全委員会事務局評価第一課調査・研究係 

７ 技術等提案書の審査 
（１）内閣府食品安全委員会事務局が開催する審査会において、入札参加希望者が仕様書に基づき作

成した技術等提案書の審査を行う。入札参加希望者は、提案書に関する質問を受けた場合は回答
しなければならない。（詳細は技術等提案要領による） 

（２）技術等提案書の審査に合格した者が提出する入札書のみを落札決定の対象とする。    

８ 入札及び開札の日時及び場所 
郵送による入札の締切 令和８年５月 20 日（水）午後５時 
日時 令和８年５月 21 日（木）午後２時 
場所 東京都千代田区永田町１－６－１ 内閣府庁舎１Ｆ 第１入札室 

９ 入札保証金及び契約保証金  免除 

10 入札の無効 
   本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効と 
  する。 

11 落札者の決定方法 
予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説

明書において明らかにした技術等の要求要件のうち必須とされた項目を全て満たしている提案を
した入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 

12 契約書作成の要否   契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

13 その他   詳細は、入札説明書による。 



別紙 

   仕様書 

１．件名 

農薬リスク評価に関する海外状況調査（令和８年度） 

２．調査目的 

農薬の食品安全委員会における調査審議にあたり、海外のリスク評価を実施する機関で

ある FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議、欧州食品安全機関、米国環境保護庁、カナダ保健

省及びオーストラリア農薬・動物用医薬品局でのこれまでのヒトの健康に関する評価に関

する最新の情報は、大変有益である。このため、再評価対象農薬の有効成分（以下、「農

薬」は有効成分のことをいう。）について、農薬ごとに、各国/機関における登録/承認状

況及びヒトの健康に関する評価書等（植物及び家畜代謝試験、哺乳類を対象とした毒性試

験及び遺伝毒性試験の結果、ヒトへの影響を検討した公表文献検索を行い検討した結果等

の文書を含む。）の内容を整理する。 

３．作業内容 

（１）一覧表の作成

内閣府食品安全委員会事務局（以下「事務局」という。）が指定する農薬（調査対象

農薬の A～Zの計 26農薬）について、事務局の指示に従って収集した資料（各国/機関

におけるヒトの健康に関する評価書等）を基に各種試験等の一覧表を作成し、別添１に

示す期限までに収集資料と合わせて提出して事務局の確認を受けること。また、欧州、

米国、カナダ及びオーストラリアにおける農薬登録/承認の有無を調査し、その結果を

一覧表に記載すること。確認を受けた後、一覧表の修正や追加資料収集等の指示があっ

た場合には速やかに対応すること。 

農薬毎に登録/承認状況、検討されている試験（入手評価書等の該当ページに関する

情報を含む）及び許容一日摂取量（ADI）及び急性参照用量（ARfD）に相当する値等に

ついて、別添２を参考に Microsoft社 Excelを用いてまとめた一覧表（日本産業規格 A

列 3番（A3サイズ））を作成する。作成に当たっては、以下の点に留意すること。 

ア．単一の機関で、同じ毒性試験や公表文献が複数の評価書等に出てくる場合は、各評

価書等における該当ページを全て記載すること。

イ．評価書等内に記載のない試験や、情報が確認できない項目は空欄で構わない。

ウ．単一の機関で複数の版がある場合には、各試験について最新の評価に関する内容に

ついてまとめること。

（２）調査結果の報告会開催

① 本調査で得られた内容について、調査結果の報告会を開催すること。

② 調査結果の報告会を開催する際は、原則として事務局会議室を使用することとし、開

催日時、構成等について、事前に事務局の了承を得ることとする。

（３）成果物の作成

調査報告書を作成する際には、以下の点に留意し作成すること。



  

① 調査報告書の冒頭には、調査の目的や方法、結果等について要約した、「調査の

概要」を記載すること。 

② 調査報告書には、表紙、目次、調査の目的を含めること。 

③ 調査報告書（製本版）は、A4サイズで作成すること。 

④ 調査報告書（電子媒体）は、PDF形式及び編集可能な保存形式のファイル（Word、

Excel、PowerPoint等）で提出すること。 

⑤ 収集した資料は、PDF形式で納入すること。 

⑥ 成果物（案）が出来た段階で、速やかに事務局と検討・調整を行うこと。 

⑦ 調査報告書は令和９年３月 31日までに提出すること。 

 

４．契約期間  

 契約開始日～令和９年３月 31日 

 

５．作業スケジュール（予定） 

令和８年  ６月 調査方針に関する打合せ（３（１）資料入手方法の確

認、一覧表の様式確認） 

 ６月～令和９年 

２月 

再評価対象農薬に関する 

・資料収集 

・一覧表の草案作成 

・一覧表草案の提出 

・必要に応じて一覧表の修正や追加資料収集 

令和９年  ３月 ・調査結果の最終確認 

・調査結果の報告会 

令和９年３月 31日までに成果物を提出すること。 

 

６．成果物 

（１） 調査報告書（紙媒体）１部  

（２） 調査報告書及び収集した資料の電子データを収納した DVD-R等の電子媒体１部 

 

７．納品期限 

すべての成果物を契約期間の満了日までに納品すること。 

 

８．連絡調整 

作業の実施に当たっては事前に事務局と連絡を密にとることとし、作業中においても、

「５．作業スケジュール」の段階ごとに、進捗状況を報告すること。なお、作業の遅延、

業務の実施に当たって疑義等が生じた場合には、速やかに事務局の指示に従うこと。 

 

９．技術提案の遵守 

本件は一般競争入札・総合評価落札方式（調査）の手続きを経て行うものであり、本仕

様書及び技術提案書に記載した内容については誠実に履行すること。 

 

１０．機密の保持 



  

（１）本業務を実施するにあたって、別添３「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上

知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのた

めに必要な措置を講ずること。 

（２）関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の

受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定（例：メールであれば BCC）を行うとと

もに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認する

など、個人情報等（他の受信者の個人情報以外の情報を含む。）の流出防止に万全を

期すこと。 

 

１１．その他 

（１）本業務により知り得た成果については、許可なく第三者に譲渡してはならない。 

（２）本調査を実施するに当たり、調査期間中に食品に係る緊急な危害情報を入手した場

合は、速やかに事務局へ通報すること。 

（３）成果物のうち、調査報告書は、内閣府食品安全委員会が運営する食品安全総合情報

システムにより一般公開する。 

（４）本契約を履行する過程で生じた納入成果物に関し、著作権法第 27条及び第 28条 

に定める権利を含むすべての著作権は、内閣府に帰属するものとする。 

ただし、受注者は、本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権を自ら使用又

は第三者に使用させる場合には、内閣府と別途協議することとする。 

なお、受注者は、内閣府に対し、一切著作人格権を行使しないこととし、また、第三

者をして行使させないものとする。 

（５）納入成果物に第三者（又は受注者自ら）が権利を有する著作物（以下、「既存 

著作物」という。）が含まれている場合は、内閣府が特に使用を指示した場合を除き、

当該著作物の使用に必要な費用負担及び使用許諾契約（等）に係る一切の手続きを行う

こと。この場合、受注者は当該契約等の内容について事前に内閣府の承認を得ることと

し、内閣府は、既存著作物について当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。 

（６）本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が 

生じた場合は、当該紛争の原因が専ら内閣府の責めに帰する場合を除き、受注者の責任

と負担において一切を処理することとする。この場合、内閣府は係る紛争等の事実を知

ったときは、受注者へ通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措

置を講ずるものとする。 

（７）本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平

成 25年法律第 65号）第９条第１項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする

差別の解消の推進に関する対応要領※」（平成 27年 11月２日内閣府訓令第 39号）第

３条に規定する合理的配慮について留意すること。 

  ※ URL： https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf 

 

１２．問合せ先 

本仕様書に関する照会先は以下のとおり。 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門２－２－３ 虎ノ門アルセアタワー１３階 

内閣府食品安全委員会事務局評価第一課 農薬評価室 

電話：０３－６２３４－１１０７ 



  

別添１ 
 調査対象農薬と調査時点、提出期限 

記号 農薬 
資料収集 調査時点 

提出期限 ヒトの健康に関する

評価書等 
登録/承認状況 

A イプロジオン 

2026 年 6 月末まで

に公表されたもの 
2026 年 6 月末 2026 年 7 月初旬 

B ビフェナゼート 

C ファモキサドン 

D 
フェンピロキシ

メート 

E フルアジナム 

F ルフェヌロン 

G 
エトフェンプロ

ックス 

H 
カルバリル 
（ＮＡＣ） 

2026 年 8 月末まで

に公表されたもの 
2026 年 8 月末 2026 年 9 月初旬 

I テブコナゾール 

J ホスチアゼート 

K 
ジクロベニル

(DBN) 

L テブフェノジド 

M トリフルラリン 

N 
ピリフルキナゾ

ン 

2026 年 10 月末まで

に公表されたもの 
2026 年 10 月末 2026 年 11 月初旬 

O 
ベンタゾンナト

リウム塩 

P リニュロン 

Q 
キザロホップエ

チル 

R 
クロラントラニ

リプロール 



  

S ジメトエート 

T 
スピロジクロフ

ェン 

U テフルトリン 

2026 年 12 月末まで

に公表されたもの 
2026 年 12 月末 2027 年 1 月下旬 

V ヒメキサゾール 

W 
フルアジホップ

P 

X フルバリネート 

Y 
ペンディメタリ

ン 

Z 
マラチオン 

（マラソン） 
 
  



（別添２）　一覧表の参考様式

農薬名： 別添２

試験名（供試動物） 報告年 GLP 公表文献 書誌情報
供試動物の系統又

は品種
施用方法又は

投与方法
JMPR①(2011)
JMPR②(2012)

EFSA(2018) EPA(2020) APVMA(2014)
HC(評価書な

し)
その他 備考

1990 ○ - Nouyaku et al . 腹腔内
①p37②p18～

20
-

2000 - ○ Shokuan et al . 強制経口
カプセル経口

混餌
経皮
吸入

in vitro
in vivo

1 水稲
2 小麦
3 トマト
4 キャベツ
5 リンゴ
6 ぶどう

後作物1 レタス

1 ウシ ホルスタイン種
1 ヤギ アルパイン種
2 ニワトリ 白色レグホン種

1 ラット
Wistar Hannover
ラット

2 マウス B6C3F1 マウス

1 ラット Wistarラット
2 マウス

（代謝物○○）1 ラット SDラット
（代謝物○○）2 ラット SDラット

1 ラット、マウス

1 90日間亜急性毒性試験（ラット）① 1996 －
2 90日間亜急性毒性試験（ラット）② 2014 ○
3 16週間亜急性毒性試験（ラット） 1998 -
4 4週間亜急性毒性試験（マウス）
5 90日間亜急性毒性試験（マウス） ICRマウス
6 90日間亜急性毒性試験（イヌ）

（代謝物○○）1 28日間亜急性毒性試験（ラット）

1 1年間慢性毒性試験（イヌ）
2 2年間慢性毒性試験（ラット）

3 2年間慢性毒性/発がん性試験（ラット）

4 2年間発がん性試験（ラット）

5 2年間発がん性試験（マウス）

1 急性神経毒性試験（ラット） SDラット
2 急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）
3 90日亜急性神経毒性試験（ラット）

4
28日間亜急性遅発性神経毒性試験（ニワ
トリ）

5 発達神経毒性試験（ラット）

1 拡張1世代繁殖試験（ラット）
1 2世代繁殖試験（ラット）
2 3世代繁殖試験（ラット）

海外評価書

試験項目/
番号

＜記載例＞

試験情報

生殖発生毒性試験

植物代謝試験

家畜代謝試験

動物体内動態試験

急性毒性試験（経口投
与）

神経毒性試験

亜急性毒性試験

一般薬理試験

慢性毒性試験及び発が
ん性試験



試験名（供試動物） 報告年 GLP 公表文献 書誌情報
供試動物の系統又

は品種
施用方法又は

投与方法
JMPR①(2011)
JMPR②(2012)

EFSA(2018) EPA(2020) APVMA(2014)
HC(評価書な

し)
その他 備考

海外評価書

試験項目/
番号

試験情報

3 発生毒性試験（ラット）
4 発生毒性試験（ウサギ）

1 DNA修復試験
Bacillus subtilis
(H17、M45 株)

in vitro

2 復帰突然変異試験

Salmonella
typhimurium
(TA98､TA100､
TA1535、
TA1537 株)
Escherichia coli
(WP2 uvrA株)

in vitro

3 復帰突然変異試験
Saccharomyces
cerevisiae  D4

in vitro

4 不定期DNA合成(UDS)試験
ヒト子宮頸癌由来
類上皮細胞
(HeLaS3)

in vitro

5 遺伝子突然変異試験

チャイニーズハム
スター
卵巣由来細胞(CHO)
(Hgprt遺伝子)

in vitro

6 マウスリンフォーマTK試験
マウスリンパ腫細
胞(L5178Y TK+/-)

in vitro

7 染色体異常試験
チャイニーズハム
スター卵巣
由来細胞(CHO)

in vitro

8 姉妹染色分体交換(SCE)試験
チャイニーズハム
スター卵巣由来細
胞(CHO)

in vitro

9 小核試験
ヒト末梢血リンパ
球

in vitro

10 復帰突然変異試験
ICR マウス、
S. typhimurium
(G46 株)

宿主経由

11 酸化的DNA損傷試験（臓器名） Fischer ラット in vivo

12 不定期DNA合成(UDS)試験
SD ラット（肝細
胞）

in vivo

13 遺伝子突然変異試験
トランスジェニッ
クマウス

(MutaTM Mouse)
in vivo

14 コメット試験
ddY マウス(結腸、
肝臓及び肺)

in vivo

15 染色体異常試験
Wistar(Alpk:APfSD
)ラット(骨髄細胞)

in vivo

16 小核試験
ICR マウス(骨髄細
胞)

in vivo

17 伴性劣性致死試験
キイロショウジョ
ウバエ

in vivo

18 スポット試験
雄：T系統マウス
雌：C57Bl/6マウス

in vivo

19 優性致死試験
ICR マウス(雄生殖
細胞)

in vivo

20 相互転座試験

（代謝物○○）1 復帰突然変異試験

S. typhimurium
(TA98､TA100､
TA1535、
TA1537 株)
E. coli
(WP2 uvrA 株)

in vitro

（代謝物○○）2 染色体異常試験
チャイニーズハム
スター卵巣
由来細胞(CHO)

in vitro

（代謝物○○）3 小核試験
ICR マウス(骨髄細
胞)

in vivo

1 急性毒性試験（経皮） Wistarラット 経皮
2 急性毒性試験（吸入） Wistarラット 吸入

急性毒性試験（経皮、
吸入等）

遺伝毒性試験



試験名（供試動物） 報告年 GLP 公表文献 書誌情報
供試動物の系統又

は品種
施用方法又は

投与方法
JMPR①(2011)
JMPR②(2012)

EFSA(2018) EPA(2020) APVMA(2014)
HC(評価書な

し)
その他 備考

海外評価書

試験項目/
番号

試験情報

1 眼刺激性試験（ウサギ） NZWウサギ
2 皮膚刺激性試験（ウサギ） NZWウサギ

3
皮膚感作性試験（Maximazation法）（モ
ルモット）

Hartley モルモッ
ト

1 21日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）
2 28日間亜急性吸入毒性試験（ラット）

1 腫瘍等に対するメカニズム検討試験
2 28日間免疫毒性試験（ラット）
3 光毒性試験

- なし 食用なし
食用あり（ト
マト、ぶどう
等）

食用なし

- リンクを記載 リンクを記載 リンクを記載 リンクを記載

ADI(mg/kg体重/日) ○ ○ ○ ○ ○

ADIの設定根拠試験
2年間慢性毒性/
発がん性試験
（ラット）

2年間慢性毒
性/発がん性
試験（ラッ
ト）

2年間慢性毒
性/発がん性
試験（ラッ
ト）

設定の必要な
し

2年間慢性毒
性/発がん性
試験（ラッ
ト）

ARfD(mg/kg体重) ○ ○ ○ ○ ○

ARfDの設定根拠試験 設定の必要なし
発生毒性試験
（ラット）

90日間亜急性
毒性試験
（ラット）②

設定の必要な
し

90日間亜急性
毒性試験
（ラット）②

許容一日摂取量（ADI）
及び急性参照用量
（ARfD）

亜急性毒性試験（経
皮、吸入等）

眼・皮膚に対する刺激
性及び皮膚感作性試験

農薬登録/承認状況

その他の試験



  

別添３ 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（個人情報保護の基本原則） 

１ 受注者は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第２条第１項に

規定するものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに

当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法 に取り扱わなけ

ればならない。 

 

（秘密の保持） 

２ 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は

この契約の目的以外の目的に使用してはならない。 

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（業務従事者への周知） 

３ 受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約によ

る業務に従事している者（以下「業務従事者」という。）に対して、在職中及び退職後においても

この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以

外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければなら

ない。 

 

（適正な安全管理） 

４ 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止そ

の他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の

漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿

性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わな

ければならない。 

 

（再委託の制限等） 

５ 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。

また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先（再委託先が委託先の子会社（会社法（平

成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）への

必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 

（収集の制限） 

６ 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成す

るために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

７ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た

個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（複写、複製の禁止） 



  

８ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得

た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

 

(安全管理の確認) 

９ 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認

することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況に

ついて報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状

況を検査することができる。 
発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者に

おける管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年１回以上、原則

として実地検査により確認するものとする。 
 
（業務従事者の監督） 
10 受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義

務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。 
受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するもの

とし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 
受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関

する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄

を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。 
 
（改善の指示） 
11 発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が

十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明し

た上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。 
受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなけ

ればならない。 
 

（廃棄等） 

12 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があっ

たとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去

（以下「廃棄等」という。）しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して

知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告す

るものとする。 

 

（事故発生時における報告） 

13 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある

場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。 

 

（違反した場合の措置） 

14 発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができ

るとともに必要な措置（損害賠償請求を含む。）を求めることができる。 
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